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資 料 編 
 

高等学校学習指導要領 

第４ 生徒の発達の支援 

２ 特別な配慮を必要とする生徒への指導  

(1) 障害のある生徒などへの指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 障害のある生徒などについては、特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ、個々の生徒

の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。 

イ 障害のある生徒に対して、学校教育法施行規則第 140 条の規定に基づき、特別の教育課程

を編成し、障害に応じた特別の指導（以下「通級による指導」という。）を行う場合には、学

校教育法施行規則第 129 条の規定により定める現行の特別支援学校高等部学習指導要領第６

章に示す自立活動の内容を参考とし、具体的な目標や内容を定め、指導を行うものとする。そ

の際、通級による指導が効果的に行われるよう、各教科・科目等と通級による指導との関連を

図るなど、教師間の連携に努めるものとする。 

  なお、通級による指導における単位の修得の認定については、次のとおりとする。 

（ｱ） 学校においては、生徒が学校の定める個別の指導計画に従って通級による指導を履修し、

その成果が個別に設定された指導目標からみて満足できると認められる場合には、当該学校

の単位を修得したことを認定しなければならない。 

（ｲ） 学校においては、生徒が通級による指導を２以上の年次にわたって履修したときは、各年

次ごとに当該学校の単位を修得したことを認定することを原則とする。ただし、年度途中か

ら通級による指導を開始するなど、特定の年度における授業時数が、１単位として計算する

標準の単位時間に満たない場合は、次年度以降に通級による指導の時間を設定し、２以上の

年次にわたる授業時数を合算して単位の修得の認定を行うことができる。また、単位の修得

の認定を学期の区分ごとに行うことができる。 

ウ 障害のある生徒などについては、家庭、地域及び医療や福祉、保健、労働等の業務を行う関

係機関との連携を図り、長期的な視点で生徒への教育的支援を行うために、個別の教育支援計

画を作成し活用することに努めるとともに、各教科・科目等の指導に当たって、個々の生徒の

実態を的確に把握し、個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする。特に、通級

による指導を受ける生徒については、個々の生徒の障害の状態等の実態を的確に把握し、個別

の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、効果的に活用するものとする。 
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各教科等における個々の生徒の困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫 

 

 高等学校学習指導要領解説において、下記のことが示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 ここでは、高等学校学習指導要領解説（各教科等）に記されている「困難さ」「指導上の工夫の意図」「手立て」に

ついてまとめて示していますので、各学校において指導の際の参考としてください。 

 

１ 共通教科 

 (1) 国語科 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・自分の立場以外の視点で考えたり

他者の感情を理解したりするのが

困難な場合 

・文章に表れている心情やその変

化等が分かる 

・生徒が身近に感じられる文章（例え

ば、同年代の主人公の物語など）を取

り上げ、行動の描写や会話文に含ま

れている気持ちがよく伝わってくる

語句等に気付かせたり、心情の移り

変わりが分かる文章の中のキーワー

ドを示したり、心情の変化を図や矢

印などで視覚的に分かるように示し

てから言葉で表現させたりする 

・比較的長い文章を書くなど、一定

量の文字を書くことが困難な場合 

・文字を書く負担を軽減する ・手書きだけではなくＩＣＴ機器を使っ

て文章を書くことができるようにする 

・声を出して発表することに困難が

ある場合や人前で話すことへの不

安を抱いている場合 

・自分の考えを表すことに対する

自信がもてる 

・紙やホワイトボードに書いたものを

提示したりＩＣＴ機器を活用した

りして発表するなど、多様な表現方

法が選択できるように工夫する 

 

(2) 地理歴史科 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・地図等の資料から必要な情報を見

付け出したり、読み取ったりする

ことが困難な場合 

・読み取りやすくする ・地図等の情報を拡大したり、見る範

囲を限定したりして、掲載されてい

る情報を精選し、視点を明確にする 

・社会的事象等に興味・関心がもて

ない場合 

・社会的事象等の意味を理解しや

すくするため、社会の動きと身

近な生活がつながっていること

を実感できる 

・特別活動などとの関連付けなどを通

して、実際的な体験を取り入れ、学

習の順序を分かりやすく説明し、安

心して学習できるようにする 

・学習過程における動機付けの場面

において学習上の課題を見いだす

ことが難しい場合 

・社会的事象等を読み取りやすく

する 

・写真などの資料や発問を工夫する 

・方向付けの場面において、予想を

立てることが困難な場合 

・見通しがもてる ・ヒントになる事実をカード等に整理

して示し、学習順序を考えられるよ

うにする 

障害のある生徒などの指導に当たっては、個々の生徒によって、 

・見えにくさ        ・聞こえにくさ  ・道具の操作の困難  ・移動上の制約  

 ・健康面や安全面での制約  ・発音のしにくさ ・心理的な不安定   ・人間関係形成の困難さ 

 ・読み書きや計算等の困難さ ・注意の集中を持続することが苦手であること など、 

学習活動を行う場合に生じる困難さが異なることに留意し、個々の生徒の困難さに応じた指導内容や指導方法

を工夫する 
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・情報収集や考察、まとめの場面に

おいて、どの観点で考えるのか難

しい場合 

 ・ヒントが記入されているワークシー

トを作成する 

 

(3) 公民科 ※地理歴史科参照 

 

(4) 数学科 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・文章を読み取り、数量の関係を文

字式を用いて表すことが難しい場

合 

・生徒が数量の関係をイメージで

きる 

・生徒の経験に基づいた場面や興味の

ある題材を取り上げ、解決に必要な

情報に注目できるよう印を付けさ

せたり、場面を図式化したりする 

・空間図形のもつ性質を理解するこ

とが難しい場合 

・空間における直線や平面の位置

関係をイメージできる 

・立体模型で特徴のある部分を触らせ

るなどしながら、言葉でその特徴を

説明したり、見取図や投影図と見比

べて位置関係を把握したりする 

 

(5) 理科 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・実験を行う活動において、実験の

手順や方法を理解することが困難

である場合 

・見通しがもてる ・実験の操作手順を具体的に明示した

り、扱いやすい実験器具を用いたり

する 

・燃焼実験のように危険を伴う学習

活動 

 ・教師が確実に様子を把握できる場所

で活動させる 

 

(6) 保健体育 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・見えにくさのため活動に制限があ

る場合 

・不安を軽減したり安全に実施し

たりすることができる 

・活動場所や動きを事前に確認した

り、仲間同士で声を掛け合う方法を

事前に決めたり、音が出る用具を使

用したりする 

・身体の動きに制約があり、活動に

制限がある場合 

・生徒の実情に応じて仲間と積極

的に活動できる 

・用具やルールの変更を行ったり、そ

れらの変更について仲間と話し合

う活動を行ったり、必要に応じて補

助用具の活用を図ったりする 

・リズムやタイミングに合わせて動

くことや複雑な動きをすること、

ボールや用具の操作等が難しい場

合 

・動きを理解したり、自ら積極的に

動いたりすることができる 

・動きを視覚的又は言語情報に変更し

たり簡素化したりして提示する、動

かす体の部位を意識させる、操作が

易しい用具の使用や用具の大きさ

を工夫したりする 

・試合や記録測定、発表などの状況

の変化への対応が求められる学習

活動への参加が難しい場合 

・生徒の実情に応じて状況の変化

に対応できる 

・挑戦することを認め合う雰囲気づく

りに配慮したり、ルールの弾力化や

場面設定の簡略化を図ったりする 

・日常生活とは異なる環境での活動

が難しい場合 

・不安を解消できる ・学習の順序や具体的な内容を段階的

に説明する 

・対人関係への不安が強く、他者の

体に直接触れることが難しい場合 

・仲間とともに活動することがで

きる 

・ロープやタオルなどの補助用具を用

いる 
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・自分の力をコントロールすること

が難しい場合 

・状況に応じて力のコントロール

ができる 

・力の出し方を視覚化したり、力の入

れ方を数値化したりする 

・勝ち負けや記録にこだわり過ぎ

て、感情をコントロールすること

が難しい場合 

・状況に応じて感情がコントロー

ルできる 

・事前に活動の見通しを立てたり、勝

ったときや負けたとき等の感情の

表し方について確認したりする 

・グループでの準備や役割分担が難

しい場合 

・準備の必要性やチームで果たす

役割の意味について理解するこ

とができる 

・準備や役割分担の視覚的な明示や生

徒の実情に応じて取り組むことが

できる役割から段階的に取り組ま

せる 

・保健の学習で、実習などの学習活

動に参加することが難しい場合 

・実習の手順や方法が理解できる ・実習の手順や方法を視覚的に示した

り、一つ一つの技能を個別に指導し

たりする 

 

(7) 芸術科 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・音楽において、音楽を形づくって

いる要素（音色、リズム、速度、

旋律、テクスチュア、強弱、形式、

構成など）を知覚することが難し

い場合 

・要素に着目しやすくできる ・音楽に合わせて一緒に拍を打ったり

体を動かしたりするなどして、要素

の表れ方を視覚化、動作化する（動

作化する際は、決められた動きのパ

ターンを習得するような活動にな

らないよう留意する） 

・美術において、形や色彩、材料な

どの変化を見分けたり、微妙な変

化を感じ取ったりすることが難し

い場合 

 ・生徒の実態やこれまでの経験に応じ

て、造形の要素の特徴や働きが分か

りやすいものを例示する 

・主題に応じて一人一人が自分に

合ったものが選べる 

・多様な材料や用具を用意したり種類

や数を絞ったりする 

・工芸において、形や色彩、素材な

どの変化を見分けたり、微妙な変

化を感じ取ったりすることが難し

い場合 

 ・生徒の実態やこれまでの経験に応じ

て、造形の要素の特徴や働きが分か

りやすいものを用意して実際に触

れてみたり使ってみたりする 

・目的や条件、機能などに応じて一

人一人が自分に合ったものが選

べる 

・いくつかの材料や用具を用意したり

種類や数を絞ったりする 

・書道において、自らの意図にふさ

わしい用具・用材の選択や扱い方

を理解することや、書を構成する

複数の要素を結び付けて考えた

り、再現する手順を考えたりする

ことが難しい場合 

・主体的に思考、判断しながら学習

を進められる 

・用具・用材を体験的に使用する機会

を設けたり、書を構成する要素をグ

ループ分けや優先順位を付けて示

したりする 

 

(8) 英語科 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・（英語の語には、発音と綴りの関係

に必ずしも規則性があるとは限ら

ないものが多く）明確な規則にこ

だわって強い不安や抵抗感を抱い

てしまう生徒の場合 

・ねらいに沿って安心して取り組

める 

・語を書いたり発音したりすることを

ねらいとする活動では、その場で発

音することを求めないようにする 

・安心して発音できる ・似た規則の語を選んで扱うようにす

る 
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(9) 家庭科 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・作業に見通しをもつことが難しい

場合 

・調理や被服製作などの完成まで

の過程の順番が分かる 

・写真やイラスト、実物や標本などを

用いて、具体的に示す 

・作業を行う際に注意に集中でき

る 

・指示を一つずつ出すなどわかりやす

い指示を心がけるとともに、適切な

時間を設定する 

・作業を安全かつ円滑に進められ

る 

・実習室等の学習環境の整備につい

て、例えば調理器具や食器などの収

納場所をイラストや写真等で示し

たり、可燃物と不燃物のゴミ箱を色

分けしたりするなど視覚的な工夫

をする 

・集団場面での口頭による指示や理

解が難しい場合 

・包丁、アイロン、ミシンなどの使

用に際して、事故を防止する方

法を理解できる 

・全体での指導を行った後、個別に指

導する 

 

(10) 情報科 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・コンピュータ等の画面が見えにく

い場合 

・情報を的確に取得できる ・文字を拡大したり、フォントを変更

したり、文字と背景の色を調整した

りする 

・コンピュータ等の発する音が聞き

取りにくい場合 

・情報を的確に取得できる ・音の代わりに光や振動、画面上の表

示で伝えたり、スピーカーを適切な

位置に設置したり、音量の調整やヘ

ッドホンの使用などの配慮をする 

・キーボードによる文字入力やマウ

ス操作等の動作に困難がある場合 

・コンピュータ等の操作が可能と

なる 

・レバー操作型のコントローラーなど

の入力手段を使えるようにする 

・コンピュータ等の画面上の文字を

目で追って読むことに困難がある

場合 

・どこを読んでいるのかが分かる ・読んでいる箇所をハイライト表示や

反転表示する 

・コンピュータ等を扱いながら、指

示を聞くことに困難がある場合 

・同時に二つの作業が重なること

がない 

・まずは手を止めるよう指示をしてか

ら次の話をする 

・集中して学習を継続することが難

しい場合 

・見通しをもって学習に取り組め

る 

・学習活動の手順を視覚化して明示し

たり、スモールステップで学習を展

開できるようにしたりする 

・自ら問題解決の計画を立てたり設

計したりすることが難しい場合 

・生徒が学習に取り組みやすくな

る 

・あらかじめ用意した計画や設計から

生徒が選択したり、それらの一部を

改良する課題に取り組めるように

したりするなど段階的な指導を行

う 

 

(11) 理数科 ※数学科及び理科参照 

 

 

 

 



25 

 

２ 専門教科 

(1) 農業科 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・実験・実習の全体像を把握できな

いなど学習活動への参加が困難な

場合 

・学習の見通しをもてる ・資料等で示す 

・手順や方法の理解を促す ・実物を明示したり、実際の作業を例

示したりするなど、全体の流れの中

で、この作業にはどのような役割が

あり、どのようにつながっているか

など具体的に示す 

・機器の操作、薬品の使用などに伴

う安全面の留意事項について、集

団の場面での口頭による指示の理

解が困難な場合 

・事故を防止する方法を理解しや

すくする 

・全体での指導を行った上で、個別に

指導をしたり、実際の動作で示した

りする 

 

(2) 工業科 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・実験・実習の全体像を俯瞰できな

いなど学習活動への参加が困難な

場合 

・学習の見通しをもてるようにす

る 

・実験・実習の手順や方法の視覚的な

明示や、全体の流れの中で何を学習

しているのかを示すなどの配慮を

行う 

・機械や装置類の操作、毒物及び劇

物などの各種薬品や薬剤、可燃物

の使用に際しては、安全面などの

留意点について、集団場面での口

頭による指示の理解が困難な場合 

・事故を防止する方法を理解しや

すくする 

・全体での指導を行った上で、個別に

指導を行うこと、実際に動作で示す

ことなど配慮する 

 

(3) 商業科 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・実習において、その手順や方法を

理解することが困難である場合 

・見通しがもてる ・手順や方法を具体的に明示する 

・グループで活動することが難しい

場合 

 ・他の生徒と協力する具体的な内容を

明確にして役割分担するとともに、

役割を果たすことができたかを振

り返ることができるようにする 

 

(4) 水産科 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・実験・実習の全体像を俯瞰できな

いなど学習活動への参加が困難な

場合 

・学習の見通しをもてる ・実験・実習の手順や方法を視覚的に

明示したり、全体の流れの中で今ど

こを学習しているのかを示したり

する（海洋や河川、湖沼などで実施

する実習は天候や海況等の変化に

伴う影響が考えられることから、見

やすさ、聞き取りやすさなどへの十

分な配慮が必要） 
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・機器の操作、薬品や可燃物の使用

などに伴う安全面の留意点につい

て、集団場面での口頭による指示

の理解が困難な場合 

・事故を防止する方法を理解しや

すくする 

・全体での指導を行った上で個別に指

導を行ったり、実際に動作で示した

りする 

 

(5) 家庭科 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・調理や被服製作などの実験・実習

の全体像を俯瞰することが困難な

場合 

・学習の見通しをもてる ・活動をはじめる前に、その内容や手

順を説明して、安心して取り組める

ようにする 

・手順や方法を写真やイラスト、実物

や標本など視覚的に示すとともに、

指示を一つずつ出すなどわかりや

すい指示を心がける 

・集団場面での口頭による指示や理

解が難しい場合 

・包丁、アイロン、ミシン、薬品な

どの使用に際して、事故を防止

する方法を理解できる 

・全体での指導を行った後、個別に声

かけをして指導する 

・集団の中で学習することが困難な

場合 

・安心して授業に取り組める ・無理のない形で段階的にグループ学

習から、徐々に時間を増やしていく 

 

(6) 情報科 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・コンピュータ等の画面が見えにく

い場合 

・情報を的確に取得できる ・生徒の見え方に応じて、フォントを

適切に選択したり、拡大したり、文

字と背景の色を調整したりする 

・コンピュータ等の発する音が聞き

とりにくい場合 

・情報を的確に取得できる ・音の代わりに光や振動、画面上の表

示で伝えたり、スピーカーを適切な

位置に設置したり、音量の調整やヘ

ッドホンの使用したりする 

・キーボードによる文字入力やマウ

ス操作等の動作に困難がある場合 

・コンピュータ等の操作が可能と

なる 

・レバー操作型のコントローラなどの

入力手段を使えるようにする 

・生徒が車椅子等を使用する場合 ・車椅子の移動に支障をきたさな

い 

・机と机の間の距離、配線など床の突

起物等についても配慮をする 

・コンピュータ等の画面上の文字を

目で追って読むことに困難がある

場合 

・どこを読んでいるのかが分かる ・読んでいる箇所をハイライト表示や

反転表示する 

・コンピュータ等を扱いながら、指

示を聞くことに困難がある場合 

・同時に二つの作業が重なること

がない 

・まずは手を止めるよう指示をしてか

ら次の話をする 

・集中して学習を継続することが難

しい場合 

・見通しをもって学習に取り組め

る 

・学習活動の手順を視覚化して明示し

たり、スモールステップで学習を展

開できるようにしたりする 

・自ら問題解決の計画を立てたり設

計したりすることが難しい場合 

・生徒が学習に取り組みやすくな

る 

・あらかじめ用意した計画や設計から

生徒が選択したり、それらの一部を

改良する課題に取り組めるように

したりするなど段階的な指導を行

う 
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(7) 福祉科 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・学習に集中したり、持続したりす

ることが困難な場合 

・学習への意欲を喚起する ・学習環境を整理・整頓することや学

習のルールや手順を視覚的に明示

するなど教材・教具を活用するこ

と、こまめに努力を認める声かけを

すること、スモールステップによる

学習、ペアやグループでの学び合い

等学習方法を工夫する。その際、具

体的に簡単な言い方で伝えること、

おだやかに話しかけること、否定的

な言葉を避けること、苦手なことよ

りも得意なことを認め、集団の中で

当該生徒が生かされていると実感

し、自信がもてるような工夫をする 

・同時に複数の事項に注意を向ける

ことが困難な場合 

・優先順位が分かる ・事項を減らしたり、活動の区切りを

設けたり、指示事項や留意すべき点

を示したカードを用いたりする 

・実験・実習の全体像を俯瞰できな

いなど学習活動への参加が困難な

場合 

・学習の見通しをもてる ・前もって実験・実習の手順や方法を

視覚的に明示したり、全体の流れの

中で今どこを学習しているかを示

したりする 

 

(8) 理数科 ※共通教科「理数科」参照 

 

(9) 体育科 ※共通教科「保健体育科」参照 

 

(10) 音楽科 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・音楽を形づくっている要素（音色、

リズム、速度、旋律、テクスチュ

ア、強弱、形式、構成など）を知

覚することが難しい場合 

・要素に着目しやすくできる ・要素の表れ方を視覚化、動作化する

などの配慮をする（動作化する際

は、決められた動きのパターンを習

得するような活動にならないよう

留意する） 

・音楽を聴くことによって自分の内

面に生まれる様々なイメージや感

情を言語化することが難しい場合 

・表現したい言葉を思い出すきっ

かけとなる 

・イメージや感情を表す形容詞などの

キーワードを示し、選択できるよう

にする 

(11) 美術科 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・形や色彩などの変化を見分けた

り、微妙な変化を感じ取ったりす

ることが難しい場合など 

 ・生徒の実態やこれまでの経験に応じ

て、造形の要素の特徴や働きが分か

りやすいものを例示する 

・主題に応じて一人一人が自分に

合ったものが選べる 

・多様な材料や用具を用意したり種類

や数を絞ったりする 

・造形的な特徴などからイメージを

捉えることが難しい場合 

・形や色彩などに対する気付きや

豊かなイメージにつながる 

・自分や他の人の感じたことや考えた

ことを言葉にする場を設定する 
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３ 総合的な探究の時間 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・様々な事象を調べたり、得られた

情報をまとめたりすることに困難

がある場合 

・必要な事象や情報を選択して整

理できる 

・着目する点や調べる内容、まとめる

手順や調べ方について具体的に提示

する 

・関心のある事柄を広げることが難

しい場合 

・関心のもてる範囲を広げること

ができる 

・現在の関心事を核にして、それと関

連する具体的な内容を示していく 

・様々な情報の中から、必要な事柄

を選択して比べることが難しい場

合 

・具体的なイメージをもって比較

することができる 

・比べる視点の焦点を明確にしたり、

より具体化して提示したりする 

・学習の振り返りが難しい場合 ・学習してきた場面を想起しやす

くする 

・学習してきた内容を文章やイラス

ト、写真等で視覚的に示すなどして、

思い出すための手掛かりが得られる

ようにする 

・人前で話すことへの不安から、自

分の考えなどを発表することが難

しい場合 

・安心して発表できる ・発表する内容について紙面に整理

し、その紙面を見ながら発表できる

ようにすること、ＩＣＴ機器を活用

したりするなど、生徒の表現を支援

するための手立てを工夫できるよう

にする 

 

４ 特別活動 

困難さ 指導上の工夫の意図 手立て 

・相手の気持ちを察したり理解した

りすることが苦手な場合 

・他者の心情等を理解しやすくす 

 る 

・役割を交代して相手の気持ちを考え

たり、相手の意図を理解しやすい場

面に置き換えることや、イラスト等

を活用して視覚的に表したりする指

導を取り入れる 

・話を最後まで聞いて答えることが

苦手な場合 

・発言するタイミングが理解でき

る 

・事前に発言や質問する際のタイミン

グなどについて具体的に伝えるな

ど、コミュニケーションの図り方に

ついての指導をする 

・学校行事における避難訓練等の参

加に対し、強い不安を抱いたり戸

惑ったりする場合 

・見通しがもてる ・各活動・学校行事のねらいや活動の

内容、役割（得意なこと）の分担な

どについて、視覚化したり、理解し

やすい方法を用いたりして事前指導

を行うとともに、周囲の生徒に協力

を依頼しておく 
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発達障害について 

 

発達障害の定義（『生徒指導提要』（改訂版）p.269） 

「発達障害」とは、「発達障害者支援法」において、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎

性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が

通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。」と定義されています。 

 

自閉症（同上 P.271） 

自閉症は、「他者との社会的関係の形成の困難さ」、「言葉の発達の遅れ」、「興味や関心が狭く特定

のものにこだわること」を特徴としています。相手の気持ちを推し量ることや自分の言動の周りへ

の影響を把握することに難しさがあり、暗黙の了解や例え話、遠回しの表現など抽象度が高い内容

の理解に困難さを抱えます。また、先の見通しを持てないことへの不安が強いため、予想外の出来

事が多い学校生活において、大きな不安感を抱えてしまうこともあります。 

 

学習障害（LD）（同上 P.271） 

学習障害は、全般的な知的発達に遅れはありませんが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は

推論する能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示します。課題は理解できても、学

習の取組に成果を上げることに困難があります。できることと難しいことのギャップが大きいこと

も特徴であり、やる気の問題や努力不足と見られがちです。失敗経験の積み重ねは学習に対する自

信や意欲の低下を招きます。 

 

注意欠陥多動性障害（ADHD）（同上 P.271） 

注意欠陥多動性障害は、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力又は衝動性・多動性を特徴と

し、社会的な活動や学校生活を営む上で著しい困難を示します。自分の感情や行動をコントロール

しきれずに無意識にとった行動が、結果として問題となる行動につながりやすいこともあります。

早合点やうっかりミス、不注意な誤りによる失敗も多く経験しています。また、指示通りに活動で

きない、ルールや約束が守れないことは、友達関係の維持に影響します。注意や叱責を受ける機会

が多いことは、自己評価や自己肯定感を下げる要因ともなります。 
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令和○○年度 個別の教育支援計画 

〔支援機関一覧〕 
令和○年○月○日記入 

氏 名
ふりがな

 
○○○ ○○○○ 

○○ ○○ 
生年月日 平成○年○月○日 学校・学年 県立○○高等学校 第○学年 

保護者氏名 ○○ ○○ 住  所 〒000-0000 ○○市○○町○番地 電話 000-000-0000 

 

 就 学 前 小学校・小学部 中学校・中学部 高等学校・高等部 卒 業 後 

支
援
窓
口 

○○市 健康課 

    学校教育課 

○○市 学校教育課 ○○市 学校教育課 ○○市 生涯学習課 ○○市 生涯学習課 

母
子
保
健 

５歳児(年中児)健康相談 

(○○市保健センター) 

    

医
療
・
福
祉 

○○医院(小児科) 

 担当：○○○○ 

 

○○市子ども発達センター 

 発達相談：○○○○ 

 (○歳～ 月１回) 

○○病院(小児科) 

 担当：○○○○ 

○○病院(小児科) 

 担当：○○○○ 

○○病院(小児科) 

 担当：○○○○ 

○○病院(神経内科) 

 担当：○○○○ 

教
育
・
保
育 

○○幼稚園 

 担任３歳：○○○○ 

   ４歳：○○○○ 

   ５歳：○○○○ 

○○小学校 

 担任 

  １年：○○○○ 

  ２年：○○○○ 

  ３年：○○○○ 

  ４年：○○○○ 

  ５年：○○○○ 

  ６年：○○○○ 

○○中学校 

 担任 

  １年：○○○○ 

  ２年：○○○○ 

  ３年：○○○○ 

県立○○高等学校 

 担任 

  １年：○○○○ 

  ２年：○○○○ 

  ３年：○○○○ 

 

総合教育センター 

 (教育相談) 

  担当：○○○○ 

卒業後支援 

 高３担任：○○○○ 

 進路指導主事 

     ：○○○○ 

家
庭 

基本的生活習慣 

父、母、妹、祖母 

基本的生活習慣 

父、母、妹、祖母 

基本的生活習慣 

父、母、妹 

基本的生活習慣 

父、母、妹 

余暇活動 

父、母、妹 

地
域 

親子体操教室 ○○自治会子供会 ○○自治会子供会 ○○市立図書館 ○○市立図書館 

労
働 

   インターンシップにおけ

る実習 

 ２年：○○市立運動公

園 

 

障害者就業・生活支援セ

ンター○○○○ 

 担当：○○○○ 

ハローワーク 

 担当：○○○○ 

 

障害者職業センター 

 担当：○○○○ 

 

障害者就業・生活支援

センター○○○○ 

 担当：○○○○ 

 

 

 

 

栃木県 Web サイト「特別支援教育および特別支援学校等について」 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m05/education/gakkoukyouiku/tokubetsu/tokubetsu-shien01.htmlからダウンロードできます 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m05/education/gakkoukyouiku/tokubetsu/tokubetsu-shien01.html
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通常の学級用 

令和○○年度 個別の教育支援計画 

〔個別の指導計画〕 
令和○年○月○日記入 

ふりがな 

氏  名 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ 
学級 ２年○組 

記入者

（所属） 

○ ○ ○ ○ 

    （担任） 

（年 間） 

目  標 ○課題を期限内に提出できる。 

評  価  

（1 学期） 

 実 態 指導目標 指導場面 指導の手立て 評価 

学 
 

習 
 

面 

【うまくいっている状況】 

○学習意欲が高く、特に数学

は粘り強く問題を解いてい

る。 

 

【つまずいている中でも 

うまくいっている状況】 

○書写に時間がかかりノート

や課題の提出状況がよくな

いが、何度か声を掛けて確

認すると提出することがで

きる。 

 

○期限が過ぎて

しまったとし

ても最後まで

課題をやり遂

げることがで

きる。 

 

毎時間 

教室 

教科担任 

担任 

特支ｺｰﾃﾞｨﾈ

ｰﾀｰ 

 

○できている部分に注目させな

がら、目標までの道筋を示

す。 

 ・取組をせかさず、できてい

ることを褒める。 

 ・進捗状況を確認して課題の

提出の順番を調整する。 

 ・課題の一覧表を作成させ、

取組状況を確認させる。 

 

→やり遂げられ

る課題が増

え、提出状況

が改善した。

しかし、作文

の課題は苦手

意識からほぼ

手を付けるこ

とができなか

った。 

生 
 

活 
 

面 

【うまくいっている状況】 

○部活動を２部かけ持ちし、

活動を楽しみにしている。 

 

【つまずいている中でも 

うまくいっている状況】 

○部活動の間ずっと一人で行

動していることがあるが、

友達とかかわろうという気

持ちはあり、休まず参加し

ている。 

 

○部活動で１日

１回は自分か

ら友達に話し

かけることが

できる。 

 

部活動の時

間 

体育館 

書道室 

部活動顧問 

担任 

 

○出席記録係を設け、出欠をつ

ける役割を与える。 

 ・毎日記録の確認をして褒め

る。 

 ・新入部員の顔と名前が一致

するよう、顔写真と名前を

一覧にして渡す。 

 

→出欠記録係の

役割と顔写真

により、自分

から部員に話

しかける機会

が増えた。 

  

本人及び保護者の

願い 

〔本人〕 

・友達と仲良く過ごせるようになりたい。 

・ペット関係の仕事に就き、親元を離れて暮らしたい。 

〔保護者〕 

・友達と仲良く学校生活を送ってほしい。 

・本人に合う進路を見つけてほしい。 

健康上の配慮等 ・広汎性発達障害の診断（○○○○病院・小学２年生時） 

   

合
理
的
配
慮 

教育内容・ 

方法 
○教師の指示や連絡に対応できるようにするために、メモを取る時間を確保する。 

支援体制 
○本生徒に必要な支援の方法について、教職員が共通理解の下、指導・支援に当たる。 

○特別支援教育コーディネーターが、教科間で課題を提出する順番を調整する。 

施設・設備 ○クールダウンの場として、保健室や教育相談室を使用できるようにする。 

 

記載内容について承諾しました。 

                                 令和○年 ○月 ○日 保護者名（  ○ ○ ○ ○  ） 
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通級による指導用 

令和○年度 個別の教育支援計画 

〔個別の指導計画〕 
 

             令和 ○年 ５月 10 日記入 

                               

ふりがな ○ ○  ○ ○ 性 
別 男 

学 
級 

２年２組 
記入者名 
（所属） 

○○ ○○ 
（担任） 氏  名 ○ ○  ○ ○ 

診断名等 
診断名：なし 
      年  月  日診断 
  医療機関名：          病院 

服
薬 

 有  無 
 

検査結果等 

検査名 なし 

検査結果 
 

実施期日   年  月  日 
実施機関  

障害者手帳 有 無 手帳  級     （  年  月  日 交付） 

家庭状況 

・父、母、本人、弟（14 歳）の４人家族。 
・家では弟とゲームをしたり、インターネットで調べものをしたりして過ごして
いる。 

本人及び保
護者の願い 

［本人］ 
・学校で注意をされずに、楽しく高校生活を送りたい。 
［保護者］ 
・就職に向け、基本的なマナーを身に付けてほしい。 

健康上の配
慮等 

・ストレス過多になると、家庭でゲームの時間が増え、夜更かしをしてしまう。 
・姿勢が良くないため、長時間椅子に座っていることが苦手である。 

生 
 
活 
 
の 
 
様 
 
子 

 
うまくいっている状況 

つまずいている中でも 
うまくいっている状況 

学習面 

・好奇心旺盛で、興味を持ったことに
ついて、インターネットを用いて積
極的に調べることができる。 

・疑問点について質問することができ
る。 

・苦手な授業では私語を繰り返してし
まったり、教師の発した一言にこだ
わってしまったりするが、好きな授
業ではユーモアを交えて意見を言う
など、意欲的に取り組むことができ
る。 

・集中が途切れてしまうと課題に取り
組めなくなってしまうが、休憩を挟
むなどして集中力が回復すると意欲
的に学習できる。 

生活面 

・学校の来客等に対し、礼儀正しく挨
拶をすることができる。 

・保護者からの回答等の提出物を期限
内に提出することができる。 

・夜更かしをしてしまっても、遅刻せ
ずに登校している。 

・注意を受けると不満な気持ちが態度
に出てしまうが、落ち着いて考える
時間を設けると、受け入れることが
できる。 
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（１学期） 

１年間の目標 
自分の言動を客観視し、教師の促しにより私語やストレートな発言を
控えることができる。 

評価 
注意された場面、褒められた場面のそれぞれについて、自分の感情と
ともに振り返ることができた。 

 

１ 通常の学級（学級担任） 

   

２ 通級による指導（通級指導担当教員） 

 

合
理
的
配
慮 

教育内容・ 
方法 

・各授業において１回程度、気分転換の時間を設ける。 
・姿勢が崩れそうになったら、姿勢を変えるための時間を設ける。 

支援体制 

・各教科担任の間で共通理解を図り、指導・支援を行う。 

施設･設備 

・生徒の目に付きやすい教室前方の掲示物は必要最小限にする。 

 

記載内容について承諾しました。 
                        令和 ○年 ５月 20 日 保護者名（  ○○ ○○  ） 

 

指導目標 指導の手立て 評価 

・不満があっても落ち着
いて話をすることがで
きる。 

・教科担任と情報を共有し、できているこ
とを本人に伝える。 

・落ち着いて話ができる環境を整えてか
ら、本人の不満等を聞く。 

・日頃は落ち着いて話
をすることができ
た。 

・不満があるときは、
思ったことを言い尽
くすまでは乱暴な口
調になることが多か
った。 

指導目標 指導の手立て 評価 

・自分の言動をその時の
感情とともに自覚する
ことができる。 

・授業に集中して取り組
む方法を考えることが
できる。 

・授業中の自分の言動に関して、具体的な
場面で、褒められたことや注意を受けた
ことについて振り返ることができるよう
にする。 

・褒められたときと注意を受けたときの要
因について考え、どのようなときに集中
して授業に取り組むことができるのか、
考えることができるようにする。 

・注意を受けるだけで
はなく、褒められる
回数も多いことに気
付くことができた。 

・注意を受けること
で、意欲が減少し、
重ねて注意を受けて
しまう状況を確認で
きた。 

・イライラしているの
は教員や他の生徒が
原因であり自分の言
動は変える必要がな
いと考えている。 
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中学校から高等学校への支援情報の引継ぎモデル 【中学校版】 

 

栃木県教育委員会事務局特別支援教育室 

 

①校内委員会を開き、高等学校への引継ぎが必要な生徒を確認する。     【９～10 月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

②保護者と面談し、改めて引継ぎについての同意を得る。            【12～１月】 

 

 

 

 

 

 

③合格発表後、高等学校へ連絡し、引継ぎの日時等を調整する。      【３月中旬】 

 

 

 

 

 

④担当者が高等学校を訪問し、支援情報を引き継ぐ。          【３月中旬～下旬】 

 

 

 

 

 

 

※中学校卒業後も、高等学校からの問合せや本人・保護者からの相談に対応できるよう備える。 

    ・引き継いだ資料の写しを保管する。（５年間保存することが望ましい） 

    ・対応の窓口となる教員を決める。 

 

 

 

 

 

・個別の教育支援計画を作成している生徒全員（通常の学級に在籍する生徒を含む）について、

引継ぎの必要性を検討する。 

  ＊配慮受検が必要な生徒については、原則として引継ぎを実施する。 

  ＊個別の教育支援計画を作成していない生徒についても、高等学校入学 

後の学習面及び生活面の困難さを見据え、引継ぎの必要性を検討する。 

 

・引継ぎの趣旨や目的について、改めて説明する。 

・引継ぎ先や内容などの範囲を明確にした上で、本人・保護者の 

同意を得る。 

 

・教頭等が高等学校へ支援情報を引き継ぐ生徒数と引継ぎを行う 

担当者（複数名）を連絡し、訪問する日時を調整する。 

 

・方法：個別の教育支援計画による 

・内容：中学校における支援情報 

特に、高等学校入学後、早期に必要と考えられる支援情報や 

 「中学校でこの方法ならばうまくいった」という支援情報など 
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中学校から高等学校への支援情報の引継ぎモデル 【高等学校版】 

栃木県教育委員会事務局特別支援教育室 

 

①中学校からの連絡を受け、引継ぎの日時等を調整する。           【３月中旬】 

 

 

 

 

 

②担当者が面談により、支援情報の引継ぎを受ける。         【３月中旬～下旬】 

 

 

 

 

 

 

③本人・保護者と面談する。                           【３月下旬～４月上旬】 

 

 

 

 

  ◆ただし、入学前に本人・保護者との面談が難しい場合は当面の支援内容の検討を優先し、 

入学後すぐに面談を実施する。 

 

④[入学前]校内委員会を開き、当面の支援内容を検討する。      【３月下旬】 

 

 

 

 

 

 

⑤[入学後]校内委員会を開き、実態把握に基づく支援内容を検討する。 【４月～】 

 

 

 

 

 

※その後、校内で実施していくこと 

･各教科等で情報を共有し支援に当たる。 

・本人・保護者の同意の上、必要に応じて中学校と連携する。 

 

 ・合格発表後、可能な限り早い時期に行う。 

 ・生徒指導の中高連絡会とは別に、引継ぎの機会を 

設定することが望ましい。 

・複数の教員で対応する。 

（特別支援教育コーディネーター、新学年主任等） 

・引継ぎの結果を管理職に報告する。 

・引き継がれた資料は、適切に管理する。 

・本人・保護者の願いや希望する支援内容などについて聞き取る。 

（新入生オリエンテーションなどの機会を利用し、早めに実施する） 

・引き継いだ支援情報を参考に、生徒の実態を把握する。 

・高校での学習や生活の場に即して、必要な支援内容を検討する。 

→本人・保護者とともに個別の教育支援計画を作成する。 

・収集した情報を共有する。 

・高校生活が円滑に開始できるよう、当面の支援内容について検討する。 

   例） 学級編制、担任、座席等の配慮 

入学式前の校舎内見学、相談室の活用  など 
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高等学校から進路先への支援情報の引継ぎ 

 
 

  本県においては、教育上特別の支援を必要とする生徒に対する「個別の教育支援計画」を活用

した指導・支援の実績を踏まえ、下記により進路先への引継ぎを推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 趣旨 

教育上特別の支援を必要とする生徒の高等学校における支援情報等を進路先に引き継ぐこ

とにより、進路先における早期からの支援の充実を図る。 

 

２ 対象（いずれも本人・保護者の同意がある場合に限る） 

・進学：障害のある生徒（発達障害の可能性のある生徒を含む） 

・就職・福祉的就労：障害者雇用により就労する生徒及び福祉的就労をする生徒 

 ※通常雇用については、必要に応じて引継ぎを実施する。 

 

３ 引継ぎに用いる書類 

 ・引継書［p37、38参照］ 

・支援機関一覧（卒業後の欄に支援を受けることが想定される機関等を記載したもの）［p30参照］ 

 

４ 手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 個人情報の管理 

・個別の教育支援計画及び引継書については、記載された個人情報が漏えいしたり、紛失したりす

ることのないよう、学校における個人情報の管理の責任者である校長が適切に保存・管理する。 

・個別の教育支援計画及び引継書の複製等の管理については、指導要録の指導に関する記録の保存

期間を参考とし、５年間保存されることが望ましい。 

Ⅰ 高等学校における「個別の教育支援計画」［ｐ30～33参照］を活用した指導・支援の充実 

・本人・保護者の願いに基づき、本人・保護者と学校とが相談や情報共有をしながら、「こ

うすればできる」という支援の情報を蓄積し、引継ぎの情報としていく。 

 

Ⅱ 本人・保護者の参画による引継書の作成 

・面談等により記載内容について確認し、合意形成を図る。校長決裁の後、本人・保護者

の署名捺印により確認を受ける。 

   

Ⅲ 進路指導主事・担任等による進路先への事前連絡 

・引継ぎ先の担当部署及び時期を確認する。 

 

Ⅳ 本人（保護者）による進路先への引継書の提出 

・本人（保護者）が作成された引継書を提出できるよう、担任等が支援する。  

・可能な範囲で進路指導主事や担任等が同行する。 

・就職・福祉的就労の場合は特に、関係機関担当者の同席により、進路先での支援につい

て共通理解を図ることが望ましい。 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式１　進学用

住 所

電 話 番 号

続　柄 父 緊急連絡先

得意なこと
（好きなこと）

不得意なこと
（嫌いなこと）

学校の支援

本人の取組

支援・取組の
結果

４　希望する支援

定期試験等

作成日　令和○○年○○月○○日 校　　　　長 公印
栃木県立○○○○高等学校 進路指導主事
連絡先：００００－００－００００ 作成担当者（担任）

令和○○年○○月○○日 生徒氏名 印
保護者氏名 印

引　継　書　

ふ り が な 栃木県宇都宮市◯◯00-0

氏　　　　名 ０２８－０００－００００

１　基本情報

とちぎ　たろう

栃木　太郞

保護者 ・進級、卒業し、続けられる仕事に就いてほしい。

２　本人・保護者の願い

診 断 名 等
アスペルガー症候群
（自治医科大学附属病院・小学校２年生時） 障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳　３級
（平成◯◯年◯◯月◯◯日交付）

定期通院・服薬 なし

保護者氏名 栃木　一郎 ０９０－００００－００００

本　人
・単位を取って進級、卒業したい。興味の持てるサークルに入り、仲の良い友達を作りたい。
・大学に慣れたら一人暮らしをしたい。

学習面 生活面（部活動を含む）

本
人
の
状
況

・暗記が得意で、地理や歴史の知識が豊富。
・インターネットによる情報収集が得意。

・礼儀正しく、言葉遣いも丁寧である。
・誰とでも臆せず話をすることができる。

・書く速度が遅く、課題の提出が遅れがち。
・話を聞きながらノートを書くなど、２つ以上の作
業を同時に進行することが苦手。
・思ったことをその場で口に出してしまう。

・急な予定変更が苦手で、動作が止まってしまう。
・自分の言いたいことをうまく伝えられないと、混乱
してしまうことがある。

学
校
の
対
応

・提出物を管理する計画表を作成させ、進捗状況
を確認する。
・各教科から複数の課題が出された場合、優先
順位を示し、随時進捗状況を確認する。
・定期試験で別室受験を許可する。

・定期的に面談を行い、困りごとを確認する。
・見通しを持てるよう計画表を作成させる。
・保健室内に本人が落ち着ける環境を用意し、養
護教諭が見守る。

・休み時間のうちにノートをまとめる。
・計画表を作成してこまめに確認する。

・作業の前に手順を確認し、見通しを持つ。
・気持ちが不安定になったら、教員に伝えて保健
室で気持ちを落ち着かせる。

・自分で計画表を作成し、提出物の管理ができる
ようになってきた。

・自分から保健室で休むことを伝えられるように
なった。

３　高等学校における状況

○○　○○

・特に履修登録が心配であるため、配慮していただきたい。（担任より）

・困った時に相談できる人と場を設けてほしい。
・定期的に面談を行い、状況を確認してほしい。

○○　○○

この引継書及び別添の支援機関一覧の情報を、《進学先学校名》及び関係機関に引き継ぐことに同意します。

備      考

○○　○○
○○　○○
○○　○○

学業面 生活面

本人の希望
・入学時の様々な手続ができるか心配であるた
め、詳しい説明と確認をしてほしい。

・別室受験
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別記様式２　就職・福祉的就労用

住 所

電 話 番 号

続　柄 父 緊 急 連 絡 先

得意なこと
（好きなこと）

不得意なこと
（嫌いなこと）

学校の支援

本人の取組

支援・取組の
結果

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの
状況

４　希望する支援

校　　　　長 公印

進路指導主事

作成担当者（担任）

生 徒 氏 名 印

保 護 者 氏 名 印

引　継　書　
１　基本情報

ふ り が な 栃木県宇都宮市◯◯00-0

氏　　　　名 ０２８－０００－００００宇都宮　花子

うつのみや　はなこ

診 断 名 等
アスペルガー症候群
（自治医科大学附属病院・小学校３年生時） 障 害 者 手 帳

精神障害者保健福祉手帳　３級
（平成◯◯年◯◯月◯◯日交付）

定期通院・服薬 なし

保護者氏名 宇都宮　二郎 ０９０－００００－００００

２　本人・保護者の願い

本　人 ・早く仕事を覚えて楽しく働きたい。自動車免許を取得し、車で通勤したい。

保護者 ・仕事を続けて、経済的に自立してほしい。

３　高等学校における状況

学習面 生活面（部活動を含む）

本
人
の
状
況

・資格取得に向けて努力し、漢字検定準２級に合格し
た。
・実習の授業では、体力を要する活動にも積極的に取
り組んでいる。

・基本的生活習慣が身についている。
・毎日自分でお弁当を作っている。
・仲良くなった友人とは、対面で落ち着いて話をすること
ができる。

・国語の作文や体育の球技が苦手で、授業への参加
をためらうことがある。
・頑張りすぎると疲れて授業に集中できなくなってしま
う。

・学期の始めや行事の前などの環境の変化が大きいと
きは、気持ちが落ち着かなくなる。
・集団の中で複数の生徒と話をする場面では、緊張して
うまく話せなくなってしまう。

○○　○○

○○　○○

作成日　令和○○年○○月○○日

栃木県立○○○○高等学校

連絡先：００００－００－００００

・苦手なことについては、事前に担任や教科担任に相
談する。

・休み時間は自席を離れ、仲の良い友人の近くで過ごす
ようにしている。

備      考 ・本人の不安を取り除くと活動の幅が広がるので、不安な様子が見られたら声を掛けていただきたい。（担任より）

○○　○○

令和○○年○○月○○日 ○○　○○

○○　○○

・作文は指定された枚数を書き終えることができるよう
になった。

・学校行事に最後まで参加することができるようになっ
た。
・話ができる友人が増えた。

・スーパーマーケットで品出し等の業務を体験した。担当者を決めてもらい、不明な点について質問しやすい環境
を整えたところ、最後までやり遂げることができた。

この引継書及び別添の支援機関一覧の情報を、《就職先企業名等》及び関係機関に引き継ぐことに同意します。

作業能力・作業態度 日常生活・対人関係

本人の希望
・担当者を決め、相談しやすい環境を整えてほしい。
・不安軽減のため、口頭による説明だけでなく、手順を
明示し実際にやって見せてほしい。

・困っている様子が見られるときは、声を掛けて、何に
困っているのかを確認してほしい。
・社員との会話に入れなくてもその場にいると安心する
ので、同じ場に居させてほしい。

学
校
の
対
応

・苦手科目については、小さな目標を積み重ねることで
課題が達成できるよう、事前に本人と学習計画を確認
する。
・疲れた様子が見られたら声を掛ける。

・行事の前には個別に面談を行い、行事の全体像を伝
え、対応を一緒に考える。
・清掃分担等の班分けの際は、話ができる生徒と同じ班
になるように配慮する。
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参考文献等 

 

○文部科学省・独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

・「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の公布について（通知）」（平成 28 年 12 月９日付け

28文科初第 1038 号 文部科学省初等中等教育局長通知） 

・「高等学校における『通級による指導』実践事例集～高等学校における個々の能力・才能を伸ばす

特別支援教育事業～」（平成 29 年３月 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課） 

・「発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン～発達障害等の

可能性の段階から、教育的ニーズに気付き、支え、つなぐために～」（平成 29 年３月 文部科学省

初等中等教育局特別支援教育課） 

・「高等学校学習指導要領解説」（平成 30年３月 文部科学省） 

・「高等学校教員のための『通級による指導』ガイドブック おさえておきたい８つの課題と課題解

決のための 10 のポイント」（平成 30年３月 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所） 

・「初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド」（令和２年３月 文部科学省初等中等教育

局特別支援教育課） 

・「障害に応じた通級による指導の手引 解説とＱ＆Ａ（改訂第３版）」（平成 30 年８月 文部科学省） 

・「障害のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向

けて～」（令和３年６月 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課） 

・「生徒指導提要」（改訂版）（令和４年 12 月 文部科学省初等中等教育局） 

 

○栃木県教育委員会 

・「栃木県特別支援教育推進計画」（令和３年２月 栃木県教育委員会） 

・「栃木県教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」（平成 28 年３ 

月 18 日付け総第 509 号） 

・「学校における合理的配慮の提供について」（平成 28 年２月 特別支援教育室） 

・「障害のある子どもの生涯にわたる自立と社会参加のために～支援情報の引継ぎによる一貫した支

援～」（平成 29年３月 特別支援教育室） 

・「高等学校から進路先への支援情報の引継ぎ～本人主体の引継ぎの実施に向けて～」（平成 30 年３

月 特別支援教育室） 

・「高等学校から進路先への支援情報の引継ぎ～卒業後も、必要な支援を受けながら自立し社会参加

していくために～」（令和２年３月 特別支援教育室） 

・「特別支援教育資料 高等学校から進路先への支援情報の引継ぎ事例集」（令和２年 12月 栃木県教

育委員会） 

・「特別支援教育の充実に向けて～特別支援教育コーディネーターとの連携を通して～」（平成 31 年

３月 栃木県総合教育センター教育相談部） 


